
   

事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ４ 月16 日 

 

本事務連絡は，４月16日（木）に，新型コロナウイルス感染症対策本部において改正さ

れた，「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」について周知するものです。

関係者に周知願います。 

 

文化関係独立行政法人の長 

文化関係団体の長 

  

文化庁政策課長 

 
 

４月 16 日に改正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」について 

 

 

４月 16 日，第回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され，令和２年４月１６

日現在において，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，大阪府，兵庫県及び福岡県の

７都府県と同程度にまん延が進んでいる道府県として北海道，茨城県，石川県，岐阜

県，愛知県，京都府を，緊急事態措置を実施すべき区域に加えるとともに，それ以外

の県においても感染拡大の傾向がみられることから，地域の流行を抑制し，特に，大

型連休期間（ゴールデンウィーク）における人の移動を最小化する観点から，全都道

府県を緊急事態措置の対象とすることとされたところです。また，これらの区域にお

いて緊急事態措置を実施すべき期間は，令和２年４月１６日から令和２年５月６日ま

でとなっています。 

あわせて，緊急事態宣言の対象区域が全都道府県となったことを踏まえ，同本部に

おいて，「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改正が行われている

ところです。 

各団体におかれましては，改正基本的対処方針の内容について御了知いただくとと

もに各都道府県からの要請等の内容に十分に御留意ください。なお，新型コロナウイ

ルス感染症については，日々状況が変化しているところであり，引き続き，下記関連

情報ホームページ及びそのリンク先により最新の情報を確認の上，安全確保に細心の

注意を払い，感染拡大防止に万全を期するようお願いいたします。 

 
本件について，関係機関に対しても周知されるようお願いします。 

 

 

 

 

記 

 

 



・令和２年４月 16 日 新型コロナウイルス感染症対策本部（第２９回） 

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/16corona.html 

・令和２年４月 16 日 安倍内閣総理大臣記者会見 

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/16corona.html 

 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年４月１６日改正） 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0416.

pdf 

 

○その他 

 

・文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対

応について」 
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html 

 

・新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について 
（内閣官房ホームページ） 
http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html 

 

・新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口 

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/2020020601.html 

 

 

本件連絡先 文化庁政策課  

電話：03-6734-2809(直通) 

 メール：s-kikaku@mext.go.jp 


